
子ども家庭課 

 

 議案第３０号 

    港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例について 

 

  児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）の一

部改正を踏まえ、港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（以

下「条例」といいます。）の一部を改正します。 

   

１ 改正理由 

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害

福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令

（令和３年厚生労働省令第５５号）の施行により児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準の一部が改正されました。この改正により、主として難聴児を通わせる福

祉型児童発達支援センターの職員配置についての基準が緩和されたほか、児童福祉

施設の業務負担軽減等を図る観点から、児童福祉施設における諸記録の作成、保存

等に関する基準が緩和されたことを踏まえ、条例の一部を改正します。 

 

２ 改正内容 

（１）主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの職員配置について、

以下に掲げる場合に該当する場合には、看護職員を置かないことができることとし

ます。  

ア 医療機関等との連携により、看護職員を福祉型児童発達支援センターに訪問 

させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 

イ 福祉型児童発達支援センターにおいて、介護福祉士が喀痰
かくたん

吸引等を行う場合 

ウ 福祉型児童発達支援センターにおいて、一定の研修を終了した介護職員が喀 

痰吸引等を行う場合 

（２）児童福祉施設における諸記録の作成、保存等のうち、書面で行うこととしている

ものについて、書面に代えて、電磁的記録により行うことができることとします。 

 

３ 施行期日 

  令和３年７月１日 
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職
員
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録
、
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類
す
る
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の
規
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。
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又
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れ
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れ
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